
宇部市ロケーション撮影誘致促進事業助成金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、宇部市内での映画、テレビドラマ等のロケーション撮影（以下、「ロケ」

という。）誘致を促進し、本市の知名度向上及び地域経済の活性化を図るため宇部市が行

うロケーション撮影誘致促進事業に係る助成金（以下、「助成金」という。）の交付につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成金の交付対象）  

第２条 市長は、次に掲げる条件の（１）から（３）のうち１つと、（４）から（８）のすべてを満た

すロケを実施する事業者の市内での宿泊に対して、助成金を交付する。 

（1） 宇部市内で撮影を行い、主要都市を含む全国規模での公開若しくは全国３０館以上

の映画館等において公開が予定され、配給会社が決定している映画 

（2） 宇部市内で撮影を行い、全国放送が決定しているドラマ 

（3） 宇部市内で撮影を行い、大手動画配信サービスでの配信が決定している動画 

（4） 宇部フィルムコミッション（以下、「宇部ＦＣ」という。）が撮影支援を行うロケであること。 

（5） 前項の事実を、宇部ＦＣが後日対外公表することを事業者が承認すること。なお、公表

の時期については宇部ＦＣと事業者が協議のうえ決定することとする。 

（6） 政治的又は宗教的宣伝意図を有していないこと。 

（7） 反社会勢力と関係のある事業者が制作に関わっていないこと。 

（8） 公序良俗に反する内容でないこと。 

 

（助成金の額）  

第３条 助成金の額は、市内での撮影に係る関係者の延べ宿泊数に２，０００円を乗じた額

とし、一作品５０万円を上限とする。 

２ 特に市の観光振興に資する作品は、宿泊費（実費）総額に２分の１を乗じた額（１円未満

切り捨て）とし、一作品１００万円を上限とする。 

３ 前項の「特に市の観光振興に資する作品」とは、宇部市が舞台となる作品や、公開後

に、ロケ地マップの作成が可能な作品などを指す。 

 

（助成金の交付申請） 

第４条 事業者は、助成金の交付を申請しようとするときは、宇部市ロケーション撮影誘致

促進事業助成金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければ

ならない。 

２  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（1） 企画書  

（2） スケジュール 

（3） 撮影関係者リスト（様式第２号） 



（4） 暴力団排除に関する誓約書（様式第３号） 

（5） その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

（助成金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地

調査等を行い、助成金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において、助成金の交

付を決定するものとする。 

 

（交付の条件） 

第６条 市長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成する

ため必要があると認めるときは、助成金の交付の決定に条件を付することができる。 

 

（決定の通知） 

第７条 市長は、第５条の規定により助成金の交付を決定したときは、決定通知書（様式第

４号）により、事業者に通知する。 

２ 市長は、第５条の審査により、助成金の交付が適当でないと認めるときは、助成金を交

付しない旨を事業者に通知するものとする。 

 

（申請内容の変更・中止に係る承認の申請等） 

第８条 事業者は、申請した内容を変更または中止しようとするときは、あらかじめ宇部市

ロケーション撮影誘致促進事業助成金助成事業変更・中止申請書(様式第５号。以下「変

更・中止申請書」という。) を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 事業者は、申請した事業計画が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難とな

ったときは、遅滞なく、その理由及び遂行の状況を記載した書類を市に提出して、その指示

を受けなければならない。 

３ 市長は、第１項の変更・中止申請書の提出又は前項の書類の提出を受けたときは、助成

金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するこ

とができる。 

４ 前項の場合においては、前条の規定を準用する。この場合において、同条第１項中「宇

部市ロケーション撮影誘致促進事業助成金交付決定通知書（様式第４号）」とあるのは、

「宇部市ロケーション撮影誘致促進事業助成金変更交付決定通知書（様式第６号）」と読み

替えるものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 事業者は、ロケーション撮影が完了したときは、速やかに宇部市ロケーション撮影

誘致促進事業実績報告書(様式第７号。以下「実績報告書」という。) を次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 



（1） 宿泊施設が発行する、宿泊を証明する書類等（宿泊日、宿泊人数、宿泊料金の総額が

明記されたもの） 

（2） 宇部ＦＣが発行する、ロケーション撮影支援を行ったことを証明できる書類等 

（3） 最終的な撮影関係者が確認できる資料 

（4） その他市長が必要と認める書類 

 

（助成金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、又

は必要に応じて行う現地調査等の結果、助成対象事業が適切に実施されたと認めるとき

は、助成金の額を確定し、宇部市ロケーション撮影誘致促進事業助成金交付額確定通知

書（様式第８号）により通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１１条 市長は、前条の規定による審査の結果、助成対象事業の成果が助成金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための

措置をとるべきことを事業者に対して指示することができる。 

２ 第１０条の規定は、前項の規定による指示に従って行う場合について準用する。 

 

（助成金等の交付請求） 

第１２条 第１０条の規定による通知を受けた事業者は、助成金の交付を受けようとするとき

は、速やかに宇部市ロケーション誘致促進事業助成金請求書（様式第９号。以下「請求書」

という。）を市長に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付） 

第１３条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、

適当であると認めるときは、事業者に助成金を交付するものとする。 

 

（関係書類の整備等） 

第１４条 事業者は、助成対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係

書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、当該事業の完了した日の属

する会計年度の翌年度の初日から起算して５年間これを保管しなければならない。 

 

（助成金の交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（1） 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（2） 助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

（3） この要綱に違反したとき。 

（4） その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。 



２ 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、事業者に対し期限を定めてそ

の返還を命ずることができる。 

３ 前２項の規定は、第１０条の規定による助成金の確定があった後においても適用する。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内に、助成金交付の必要性等の検証を行い、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 


